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令和２年芽室町議会定例会３月定例会議の運営について（案） 

 

１ 提案予定事項について 

 

 （１） 町長提案   資料１－１ 

 

 （２） 議会提案   資料１－２ 

 

２ 提案予定事項の審査方法について 

（１） 令和３年度芽室町各会計予算９件及び予算関連議案６件は、３月２日の本

会議に提案し、提案理由の説明を受け、予算決算特別委員会に一括して付託

する。 

  予算決算特別委員会の審査については、別紙のとおり、９日（火曜）から

１２日（金曜）の４日間の日程で行い、一括討論および各会計および関連議

案の採決は、１２日（金曜）に行う。 

（２） 令和２年度芽室町各会計補正予算１２件は、予算決算特別委員会に付託し、

提案日の本会議休憩中に審査する。 

（３）「予防接種健康被害調査委員会委員の報酬等の額及び支給方法に関する条例

制定の件」は、厚生文教常任委員会に付託し、今定例会議中に審査を行うも

のとする。 

（４） 上記（１）から（３）以外の町長提案及び議会提案の議案等は、全件を提

案日に本会議において説明のうえ審議・報告を行う。 

 

３ 本会議の日程について 

  ３月定例会議における本会議の日程は、３月２日（火曜）、１７日（水曜）、１８

日（木曜）、２３日（火曜）の４日間とする。 

 

４ 議案送付期日について  

（１） ３月２日（火曜）の本会議の議案送付日は、２月２６日（金曜）とする。 

（２） ３月１７日（水曜）及び１８日（木曜）の本会議の議案は、３月１２日（金

曜）に送付する。ただし、一般質問以外に議案がないときは当日配布とする。 

（３） ３月２３日（火曜）の本会議の議案送付日は、３月１９日（金曜）とする。 

 

５ 一般質問について 

（１） 一般質問は、３月１７日（水曜）、１８日（木曜）の２日間で行う。 

（２） 通告期間は、３月３日（水曜）の午前９時から午後５時までとする。 

     ただし、正午から午後１時までの時間は、除くものとする。 

（３） 質問時間は、９０分以内とし、初回は通告どおり一括して質問を行い、再
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質問以降は、一問一答方式により質問する。 

（４） 質問順序は、通告順とする。 

（５） 通告書は事務局に備える（議会ホームページからも印刷可能）。 

（６） 一般質問の内容は、目的を十分認識し、単に町長等への質問に終始するこ

となく、質の高い政策論議を目指した内容であることとする。 

・３月３日（水曜）は、議長（または事務局経由）へ提出する期日であり、

提出以降に一切の修文が無いよう、２月１９日（金曜）から３月１日（月曜）

午後５時までに、事務局を通じた文章整理及び原課への用語・解釈・内容等

の確認などを終了しておくこと。 

・なお、事務局あてＥメール（添付）及びファックスでの事前整理を認める

こととする。 

・通告後に質問内容を撤回する場合は、書式をもって議長（または事務局経

由）にすること。 

 （７） 議員提出議案（修正案等を含む）を提出する際は、提出の意思が明確にな

った段階で、事前に事務局を通じた文章整理及び原課への用語・解釈・内容

等の確認などを終了し、議長（または事務局経由）に提出すること。 

 



区　　分 要　　　　　　　　　　　旨 提案日

議　　案 (1) 令和３年度芽室町一般会計予算

(2) 令和３年度芽室町国民健康保険特別会計予算

(3) 令和３年度芽室町後期高齢者医療特別会計予算

(4) 令和３年度芽室町介護保険特別会計予算

(5) 令和３年度芽室町地域開発事業特別会計予算

(6) 令和３年度芽室町簡易水道特別会計予算

(7) 令和３年度芽室町下水道事業会計予算

(8) 令和３年度芽室町上水道事業会計予算

(9) 令和３年度芽室町公立芽室病院事業会計予算

(10)
芽室町草地畜産基盤整備事業分担金徴収条例制定
の件

分担金徴収に係る条例制定

(11) 特別職の給与に関する条例中一部改正の件 人事院勧告に伴う改正

(12)
芽室町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す
る条例中一部改正の件

北海道労務職単価の変更に伴う改正

(13) 芽室町手数料徴収条例中一部改正の件
建築物エネルギー消費性能の向上に関する法
律の改正に係る使用料の改定及び低炭素建
築物認定に係る使用料の改定に伴う改正

(14) 芽室町介護保険条例中一部改正の件 保険料改定及び税制改正に伴う改正

(15) 畜牛育成牧場管理及び使用条例中一部改正の件 牧場使用料の改定等に伴う改正

報　　告 (16)
専決処分について報告の件（令和２年度芽室町一般
会計補正予算（第９号））

諮　　問 (17) 人権擁護委員推薦につき意見を求める件 任期満了に伴う推薦

議　　案 (18) 芽室町教育委員会委員任命につき同意を求める件 委員辞任に伴う任命

(19)
芽室町公平委員会委員選任につき同意を求める件（そ
の１）

任期満了に伴う選任

(20)
芽室町公平委員会委員選任につき同意を求める件（そ
の２）

任期満了に伴う選任

初日
（一般議案）

初日
（予算関連）

【令和２年芽室町議会定例会３月定例会議提案予定事項一覧】  資料１－１

件　　　　　　　　　　　　　　　名



区　　分 要　　　　　　　　　　　旨 提案日件　　　　　　　　　　　　　　　名

議　　案 (21)
芽室町公平委員会委員選任につき同意を求める件（そ
の３）

任期満了に伴う選任

(22) 芽室町監査委員選任につき同意を求める件 委員辞任に伴う選任

(23)
予防接種健康被害調査委員会委員の報酬等の額及
び支給方法に関する条例制定の件

予防接種健康被害調査委員会委員の報酬等
の額及び支給方法を定めることに伴う条例制
定

(24) 職員旅費支給条例中一部改正の件
とかち広域消防事務組合の条例適用箇所の
削除に伴う改正

(25)
芽室町コミュニティセンター等設置及び管理条例中一
部改正の件

北伏古コミュニティセンターの再整備に伴う改
正

(26)

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準等の一部を改正する省令の交付に伴う関
係条例の整理に関する条例制定の件
　◎一部改正する条例
　・芽室町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運
　営に関する基準を定める条例
　・芽室町指定介護予防支援等の事業の人員及び運
　営に関する基準を定める条例
　・芽室町指定地域密着型サービスに関する基準を定
　める条例
　・芽室町指定地域密着型介護予防サービスに関する
　基準を定める条例

政省令改正に伴う改正

(27)
芽室町国民宿舎等の設置及び管理運営に関する条例
中一部改正の件

キャンプ場の利用料金改定等に伴う改正

(28)
西十勝障害支援区分認定審査会共同設置規約の変
更について

芽室町役場庁舎の移転による、執務場所変更
に伴う変更

(29) 西十勝介護認定審査会共同設置規約の変更について
芽室町役場庁舎の移転による、執務場所変更
に伴う変更

(30) 令和２年度芽室町一般会計補正予算（第１０号）

(31)
令和２年度芽室町介護保険特別会計補正予算（第４
号）

(32) 令和２年度芽室町下水道事業会計補正予算（第３号）

議　　案 (33) 令和２年度芽室町一般会計補正予算（第１１号）

(34)
令和２年度芽室町国民健康保険特別会計補正予算
（第３号）

(35)
令和２年度芽室町後期高齢者医療特別会計補正予算
（第２号）

(36)
令和２年度芽室町介護保険特別会計補正予算（第５
号）

(37)
令和２年度芽室町地域開発事業特別会計補正予算
（第２号）

(38)
令和２年度芽室町簡易水道特別会計補正予算（第２
号）

(39) 令和２年度芽室町下水道事業会計補正予算（第４号）

最終日

初日
（一般議案）



区　　分 要　　　　　　　　　　　旨 提案日件　　　　　　　　　　　　　　　名

議　　案 (40) 令和２年度芽室町上水道事業会計補正予算（第４号）

(41)
令和２年度芽室町公立芽室病院事業会計補正予算
（第４号）

行政報告 (42) 公立芽室病院の診療体制について

その他 (43) 令和３年度町政執行方針及び教育行政執行方針

最終日

初日



資料１－２ 

令和２年芽室町議会定例会３月定例会議提案予定事項 

 

令和３年２月１９日（金曜） 

芽室町議会 

区 分 件 名 要 旨 提案日 

委員会報告 議会運営について 
議会運営委員会の審議結

果報告 

初 日 

１７日 
（一般質問
の日程等） 

会議案 
芽室町議会委員会条例中一

部改正の件 

議会運営委員会提案の議

案 
初日 

 



令和３年度芽室町各会計予算（９件）及び 

予算関連議案（６件）の審査日程 

審 査 日 審 査 項 目 

３月２日（火曜） 

９時３０分～ 

 

３月定例会議（本会議）  

◎提案理由の説明 

３月９日（火曜） 

９時３０分～ 

 

（予算決算特別委員会）  

◎共通事項の説明・質疑  

 

◎特別会計（５会計） 

 

◎事業会計（３会計） 

 

◎一般会計歳出  １款 議 会 費 

３月１０日（水曜） 

９時３０分～ 

 

（予算決算特別委員会）  

◎一般会計歳出 

 ２款 総 務 費  ５款 農林産業費 

 ３款 民 生 費  ６款 商 工 費 

 ４款 衛 生 費 

３月１１日（木曜） 

９時３０分～ 

 

（予算決算特別委員会）  

◎一般会計 

７款 土 木 費  11 款 諸 支 出 金 

８款 消 防 費  12 款 職 員 費 

 ９款 教 育 費  13 款 予 備 費 

 10 款 公 債 費 

  

◎一般会計歳入全般 

３月１２日（金曜） 

９時３０分～ 

（予算決算特別委員会）  

◎全会計・全関連議案一括討論・一括採決 

３月２３日（火曜） 

９時３０分～ 

 

３月定例会議（本会議）  

◎全会計・全関連議案一括討論 

 

◎会計ごとに関連議案を含め採決 

※日程変更が考えられますので、説明員にあっては即対応できるように 

お願いします。 

資料 1-2 別紙 



会議案第１１号 

芽室町議会委員会条例中一部改正の件 

芽室町議会委員会条例を次のとおり一部改正しようとするものであります。 

令和３年３月２日提出 

芽室町議会議会運営委員長 梶 澤 幸 治 

芽室町議会委員会条例の一部を改正する条例 

芽室町議会委員会条例（昭和62年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１号中「総務課、企画財政課、税務課、出納課、選挙管理委員会、監査委

員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農林課、商工観光課、建設都市整備課、

水道課、農業委員会及び上水道事業」を「政策推進課、総務課、魅力創造課、都市経

営課、農林課、商工労政課、環境土木課、水道課、出納課、選挙管理委員会、監査委

員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会、上水道事業及び下水道事

業」に改め、同条第２号中「住民生活課、保健福祉課」を「住民税務課、健康福祉課、

高齢者支援課」に改める。 

第13条の次に次の１条を加える。 

（開催の特例） 

第13条の２ 委員長は、次に掲げる場合において、委員会の開催場所への参集が困難

と判断されるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら

通話をすることができる方法（以下「オンライン」という。）を活用した委員会を

開催することができる。 

(１) 重大な感染症のまん延防止等 

(２) 災害の発生等 

(３) その他委員長が必要と認めるとき。 

２ 前項の場合において、委員は、委員会にオンラインによる出席を希望するときは、

あらかじめ委員長の許可を得なければならない。 

３ オンラインを活用した委員会の運営に関して必要な事項は、議長が別に定める。 

第14条に次の１項を加える。 

２ 前条第２項の規定により委員長の許可を得て会議に出席した委員は、前項、次条

第１項及び第27条第１項の出席委員とする。 

第18条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、オンラインを活用した委員会においては秘密会とすることはできない。 

附 則 



この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

説 明 

組織機構の見直しにより、各常任委員会の所管課の名称が変更となるため、また、

新型コロナウイルス感染症等の重大な感染症のまん延防止、災害の発生等の事由によ

り、委員会の開催場所への参集が困難であると委員長が認める場合には，委員がオン

ライン会議システムにより委員会の会議に出席することを認め、出席委員として会議

に参加できるようにするため、本条例の一部を改正しようとするものです。 
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２
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(２
) 

厚
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会
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人
 

(２
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会
 
８
人
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と
音
声
の
送
受
信
に
よ

り
相
手
の
状
態
を
相
互
に
確
認
し
な
が
ら
通
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法

（
以
下
「
オ
ン
ラ
イ
ン
」
と
い
う
。
）
を
活
用
し
た
委
員
会
を
開
催
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
 

＿
＿
＿
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
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＿
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＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(１
) 

重
大
な
感
染
症
の
ま
ん
延
防
止
等
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

(２
) 

災
害
の
発
生
等
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 



改
正
案

 
現
 
行

 

(３
) 

そ
の
他
委
員
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

２
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
は
、
委
員
会
に
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
出
席

を
希
望
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
 

３
 
オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用
し
た
委
員
会
の
運
営
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
議

長
が
別
に
定
め
る
。
 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
定
足
数
）
 

（
定
足
数
）
 

第
14
条
 
－
略
－
 

第
14
条
 
－
略
－
 

２
 
前
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
長
の
許
可
を
得
て
会
議
に
出
席
し
た
委

員
は
、
前
項
、
次
条
第
１
項
及
び
第
27
条
第
１
項
の
出
席
委
員
と
す
る
。
 

 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
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＿
＿
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＿
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＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

（
秘
密
会
）
 

（
秘
密
会
）
 

第
18
条
 
委
員
会
は
、
そ
の
議
決
で
秘
密
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
を
活
用
し
た
委
員
会
に
お
い
て
は
秘
密
会
と
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
 

第
18
条
 
委
員
会
は
、
そ
の
議
決
で
秘
密
会
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
－
略
－
 

  
 
 
附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

２
 
－
略
－
 

 

 


